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７ 公営企業職員の状況 

(1) 工業用水道事業 

 ①職員給与費の状況 

 ア 決算 

区 分 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

令和３年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和４年度 
千円 

1,649,366 

千円 

110,072 

千円 

159,121 

％ 

9.7 

％ 

10.5 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費22,872千円を含みません。 

    

区 分 

職員数 

 

Ａ 

給 与 費 一人当たり 

給与費 

Ｂ/Ａ 

 
(参考)都道府県平均

一人当たり給与費 給  料 職員手当 
期末･勤勉手

当  

計 

  Ｂ 

令和４年度 
人 

26 

    千円 

88,466 

    千円 

26,999 

    千円 

36,279 

    千円 

151,744 

     千円 

5,620 
 

千円 

6,326 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

   ２ 職員数については、令和5年3月31日現在の人数です。 

   ３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含みますが、会計年度

任用職員は含みません。    

            

 ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和5年4月1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

埼 玉 県      39.2 歳    349,114 円  523,821 円 

団 体 平 均      44.8 歳    342,485 円 526,014 円 

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

 ③ 職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当 

埼玉県 団体平均 

 １人当たり平均支給額（令和４年度） 

 1,342 千円  

 １人当たり平均支給額（令和４年度） 

 1,434 千円  

（令和４年度支給割合） 

 期末手当     勤勉手当 

 2.40月分     2.00月分 

（1.35月分）   （0.95月分） 

 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

・管理職加算 15～25％ 

 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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 イ 退職手当（令和5年4月1日現在） 

埼玉県 団体平均 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続20年    19.6695月分   24.586875月分 

勤続25年    28.0395月分   33.27075 月分 

勤続35年    39.7575月分   47.709   月分 

最高限度     47.709 月分   47.709   月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

                  （2 ％～45 ％加算） 

１人当たりの平均支給額 （自己都合）  （勧奨・定年） 

 （令和４年度決算）    0円      0千円 

  1人当たり平均支給額 5,559 千円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

 ウ 地域手当（令和5年4月1日現在） 

支給実績（令和４年度決算） 7,393 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 284,355 円 

支給対象地域 支給率 支給対象人数 一般行政職の制度（支給率） 

埼玉県内 8.3 ％ 25 人 8.3 ％ 

 

 エ 特殊勤務手当（令和5年4月1日現在） 

 

 オ 時間外勤務手当 

支給実績（令和４年度決算） 6,168 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 257 千円 

支給実績（令和３年度決算） 9,043 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 348 千円 

（注）１ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、それぞれ、4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員

等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。 

２ 休日勤務手当及び夜間勤務手当を含んでいます。 

支給総額（令和４年度決算） 2,576 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 161,010 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度） 61.5 ％ 

手当の種類（手当数） 3 手当 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和４年度決算） 

左記職員に 

対する支給単価 

現場業務手当 浄水場に勤務する職員 給水に関する現場業務等 
千円 

2,267 

月額13,000円 

日額650円 

用地交渉等 

業務手当 
右の業務に従事する職員 

用地取得又は損失補償の交渉

業務 

千円 

0 
日額650円 

夜間業務手当 浄水場に勤務する職員 
正規の勤務時間の一部又は 

全部が深夜に行われる業務 

千円 

309 
勤務1回1,300円 
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 カ その他の手当（令和5年4月1日現在）                                              

手当名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一般行政職 

の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(令和４年度決算) 

支給職員１人当たり

平均支給年額 

(令和４年度決算) 

扶養手当 
扶養親族のある職員に支給 

 →配偶者6,500円,子10,000円等 
同 

 千円 

2,573 

円 

428,966 

住居手当 
借家等居住者 

 →家賃に応じて月額最高28,000円 
同 

 千円 

2,322 

  円 

290,250 

初任給調整 

手当 

大学卒業後一定期間内に採用された 

医師又は歯科医師の職員に支給 

 →308,600円(又は50,800円)以内 

同 

 
千円 

0 

円 

0 

通勤手当 

①交通機関（電車等）利用者 

 →運賃等相当額 

（原則として６か月定期券価額） 

同  

千円 

3,711 

  円 

154,643 
②交通用具（自動車等）利用者 

 →距離に応じた額 
同  

単身赴任手当 
単身赴任の職員に支給 

 →30,000円＋加算額 
同 

 千円 

0 

円 

0 

特地勤務手当 
生活の著しく不便な山間地に勤務する職員

に支給 →支給率４～８％ 
同 

 千円 

0 

円 

0 

休日勤務手当 

祝日等において勤務を命ぜられた職員に支

給 

 →勤務１時間当たりの給与額×135/100 

同 

 
千円 

1,318 

円 

50,704 

宿日直手当 
宿直又は日直勤務をした場合に支給 

 →勤務１回につき、1,050円～31,500円 
同 

 千円 

0 

円 

0 

管理職員 

特別勤務手当 

管理職が祝日等に勤務した場合に支給 

 →勤務１回につき、2,000円～18,000円 
同 

 千円 

6 

円 

6,000 

夜間勤務手当 

午後10時から翌日の午前5時までの間（深

夜）に勤務した職員に支給 

 →勤務１時間当たりの給与額×25/100 

同 

 
千円 

－ 

円 

－ 

管理職手当 
管理、監督の地位にある職員に支給 

 →25,900～136,000円 
同 

 千円 

1,812 

円 

906,000 
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(2) 水道用水供給事業 
 ① 職員給与費の状況 

  ア 決算 

区 分 総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

    Ｂ／Ａ 

(参考) 

令和３年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和４年度 
       千円 

45,269,694 

千円 

▲817,338 

千円 

2,257,609 

％ 

5.0 

                ％ 

5.5 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費660,934千円を含みません。 

 

 

区 分 職員数 

 

     Ａ 

給与費 一人当たり 

給与費 

Ｂ/Ａ 

 (参考)都道府県平均

一人当たり 

給与費 

給 料 職員手当 期末･勤勉 

手当 

計 

  Ｂ 

令和４年度 
   人 

338 

    千円 

1.331,987 

    千円 

429,686 

    千円 

544,227 

    千円 

2,305,900 

       千円 

6,822 

 千円 

6,834 

（注） １ 職員手当には退職給与金を含みません。           

    ２ 職員数については、令和5年3月31日現在の人数です。 

    ３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含みますが、会計年度

任用職員は含みません。  

 

 ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和5年4月1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

埼 玉 県 40.9 歳 327,510 円 527,662 円 

団 体 平 均 44.2 歳 358,409 円 568,568 円 

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

 ③ 職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当 

埼玉県 団体平均 

 １人当たり平均支給額（令和４年度） 

 1,592 千円  

 １人当たり平均支給額（令和４年度） 

 1,606 千円  

（令和３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

 2.40月分     2.00 月分 

（1.35月分）   （0.95月分） 

 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

・管理職加算 15～25％ 

 

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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  イ 退職手当（令和5年4月1日現在） 

埼玉県 団体平均 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続20年    19.6695月分   24.586875月分 

勤続25年    28.0395月分   33.27075 月分 

勤続35年    39.7575月分   47.709   月分 

最高限度    47.709 月分   47.709   月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

                  （2 ％～45 ％加算） 

１人当たりの平均支給額 （自己都合）    （勧奨・定年） 

 （令和４年度決算）   0千円     89,759千円 

 １人当たり平均支給額 13,145 千円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

  ウ 地域手当（令和5年4月1日現在） 

支 給 実 績（令和４年度決算） 114,517 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 332,416 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

埼玉県内 8.3 ％ 347 人 8.3 ％ 

 

  エ 特殊勤務手当（令和5年4月1日現在） 

 

  オ 時間外勤務手当                                                                    

 支給実績（令和４年度決算） 126,873千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 404 千円 

 支給実績（令和３年度決算） 113,977千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 362 千円 

（注）１ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、それぞれ、4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員

等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。 

２ 休日勤務手当及び夜間勤務手当を含んでいます。 

 支給総額（令和４年度決算）               41,699 千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）                 169,508 円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度）                71.4 ％ 

 手当の種類（手当数） 3 手当 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

(令和４年度決算) 

左記職員に対する

支給単価 

現場業務手当 浄水場に勤務する職員 給水に関する現場業務等 
千円 

35,324 

月額13,000円 

日額650円 

用地交渉等 

業務手当 
右の業務に従事する職員 

用地取得又は損失補償の交渉

業務 

千円 

66 
日額650円 

夜間業務手当 浄水場に勤務する職員 
正規の勤務時間の一部又は 

全部が深夜に行われる業務 

千円 

6,309 
勤務1回1,300円 
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  カ その他の手当（令和5年4月1日現在）                                               

手当名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一般行政職 

の制度と異 

なる内容 

支給実績 

(令和４年度決算) 

支給職員1人当たり平

均支給年額 

(令和４年度決算) 

扶養手当 
扶養親族のある職員に支給 

 →配偶者6,500円、子10,000円等 
同 

 千円 

35,071 

円 

237,771 

住居手当 
借家等居住者 

 →家賃に応じて月額最高28,000円 
同 

 千円 

30,239 

円 

339,776 

初任給調 

整手当 

大学卒業後一定期間内に採用された 

医師又は歯科医師の職員に支給 

 →308,600円(又は50,800円)以内 

同 

 
千円 

0 

円 

0 

通勤手当 

①交通機関（電車等）利用者 

 →運賃等相当額 

（原則として６か月定期券価額） 

同 

 

千円 

50,987 

円 

159,584 
②交通用具（自動車等）利用者 

 →距離に応じた額 
同 

 

単身赴任手当 
単身赴任の職員に支給 

 → 30,000円＋加算額 
同 

 千円 

0 

円 

0 

特地勤務手当 

生活の著しく不便な山間地に勤務する職

員に支給 

 →支給率４～８％ 

同 

 
千円 

0 

円 

0 

休日勤務手当 

祝日等において勤務を命ぜられた職員に

支給 

 →勤務1時間当たりの給与額×135/100 

同 

 
千円 

       23,615 

円 

74,967 

宿日直手当 
宿直又は日直勤務をした場合に支給 

 →勤務１回につき、1,050円～31,500円 
同 

 千円 

0 

円 

0 

管理職員 

特別勤務手当 

管理職が祝日等に勤務した場合に支給 

 →勤務１回につき、2,000円～18,000円 
同 

 千円 

12 

円 

4,000 

夜間勤務手当 

午後10時から翌日の午前5時までの間（深

夜）に勤務した職員に支給 

 →勤務1時間当たりの給与額×25/100 

同 

 
千円 

－ 

円 

－ 

管理職手当 
管理、監督の地位にある職員に支給 

 →月額25,900～136,000円 
同 

 千円 

30,580 

円 

1,002,630 
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(3) 地域整備事業 
 ① 職員給与費の状況 

 ア 決算 

区 分 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

令和３年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和４年度 
千円 

11,878,948 

千円 

3,547,881 

千円 

209,060 

％ 

1.8 

％ 

4.1 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費217,018千円を含みません。 

 

区 分 

職員数 

 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給与費 

Ｂ/Ａ 

 
(参考)都道府県平均 

一人当たり給与費 給 料 職員手当 
期末･勤勉 

手当 

計 

Ｂ 

令和４年度 
   人 

47 

    千円 

186,823 

    千円 

55,888 

    千円 

78,393 

 千円 

321,104 

   千円 

6,832 

 観光施設事業：6,918千円 

 宅地造成事業：6,800千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。           

   ２ 職員数については、令和5年3月31日現在の人数です。 

   ３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含みますが、会計年度

任用職員は含みません。   

  

 ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和5年4月1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

埼 玉 県      41.5 歳 366,186 円 570,860 円 

団 体 平 均 

観光施設事業      45.0 歳 381,530 円 593,675 円 

宅地造成事業      46.3 歳 361,344 円 564,738 円 

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

③ 職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当 

埼玉県 団体平均 

 １人当たり平均支給額（令和４年度） 

 1,618 千円  

 １人当たり平均支給額（令和４年度） 

1,414 千円（観光施設事業） 

1,632 千円（宅地造成事業） 

（令和４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

 2.40月分     2.00 月分 

（1.35月分）   （0.95月分） 

 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

・管理職加算 15～25％ 

 

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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  イ 退職手当（令和5年4月1日現在） 

埼玉県 団体平均 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続20年    19.6695月分   24.586875月分 

勤続25年    28.0395月分   33.27075 月分 

勤続35年    39.7575月分   47.709   月分 

最高限度    47.709 月分   47.709   月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

                 （2 ％～45 ％加算） 

１人当たりの平均支給額 （自己都合）（勧奨・定年） 

 （令和４年度決算）   646円    0千円 

 1人当たり平均支給額  9,467千円（観光施設事業） 

 8,988千円（宅地造成事業） 

 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

  ウ 地域手当（令和5年4月1日現在） 

支給実績（令和４年度決算）          16,293 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）                332,506 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

埼玉県内 8.3 ％ 48 人 8.3 ％ 

 

  エ 特殊勤務手当（令和5年4月1日現在） 

  

 支給総額（令和４年度決算） 1,314 千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 52,556  円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度） 51.0 ％ 

 手当の種類（手当数） 2 手当 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和４年度決算） 

左記職員に対する

支給単価 

現場業務手当 
地域整備事務所に勤務する職

員 

団地造成又は地域振興施設整

備に関する現場業務等 

千円 

 1,301 

 月額7,800円 

 日額650円 

用地交渉等 

業務手当 
右の業務に従事する職員 

用地取得又は損失補償の交渉

業務 

千円 

13 
 日額650円 
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  オ 時間外勤務手当   

支給実績（令和４年度決算） 14,936 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 347 千円 

支給実績（令和３年度決算） 16,153 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 367 千円 

（注）１ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、それぞれ、4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員

等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。 

   ２ 休日勤務手当及び夜間勤務手当を含んでいます。  

 

  カ その他の手当（令和5年4月1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一般行政職 

の制度と異 

なる内容 

支給実績 

(令和４年度決算) 

支給職員1人当た

り平均支給年額

(令和４年度決算) 

扶養手当 
扶養親族のある職員に支給 

 →配偶者6,500円,子10,000円等 
同 

 千円 

4,964 

円 

310,250 

住居手当 
借家等居住者 

 →家賃に応じて月額最高28,000円 
同 

 千円 

4,388 

円 

337,538 

初任給 

調整手当 

大学卒業後一定期間内に採用された医師

又は歯科医師の職員に支給 

 →308,600円(又は50,800円)以内 

同 

 
千円 

0 

円 

0 

通勤手当 

①交通機関（電車等）利用者 

 →運賃等相当額 

（原則として６か月定期券価額） 

同 

 

千円 

7,524 

円 

171,009 
②交通用具（自動車等）利用者 

 →距離に応じた額 
同 

 

単身赴任手当 
単身赴任の職員に支給 

 → 30,000円＋加算額 
同 

 千円 

0 

円 

0 

特地勤務手当 

生活の著しく不便な山間地に勤務 

する職員に支給 

 →支給率４～８％ 

同 

 
千円 

0 

円 

0 

休日勤務手当 

祝日等において勤務を命ぜられた 

職員に支給  

 →勤務１時間当たりの給与額×135/100 

同 

 
千円 

     156 

円 

3,623 

宿日直手当 
宿直又は日直勤務をした場合に支給 

 →勤務１回につき、1,050円～31,500円 
同 

 千円 

0 

円 

0 

管理職員 

特別勤務手当 

管理職が祝日等に勤務した場合に支給 

 →勤務１回につき、2,000円～18,000円 
同 

 千円 

32 

円 

8,000 

夜間勤務手当 

午後10から翌日の午前5時までの間 

（深夜）に勤務した職員に支給 

 →勤務１時間当たりの給与額×25/100 

同 

 
千円 

－ 

円 

－ 

管理職手当 
管理、監督の地位にある職員に支給 

 →25,900～136,000円 
同 

 千円 

6,269 

円 

1,044,863 
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(4) 流域下水道事業 

 ① 職員給与費の状況 

  ア 決算 

区 分 総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

    Ｂ／Ａ 

  (参考) 

令和３年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和４年度 
千円 

51,035,853 

千円 

△2,515,749 

千円 

729,139 

％ 

1.4 

％ 

1.3 

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費500,952千円を含みません。 

     

区 分 

職員数 

 

     Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給与費 

Ｂ/Ａ 

 
(参考)都道府県平均

一人当たり給与費 
給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

  Ｂ 

令和４年度 
   人 

127 

    千円 

501,342 

    千円 

142,585 

    千円 

200,041 

    千円 

843,968 

千円 

6,645 

 千円 

6,585 

（注） １ 職員手当には退職給与金を含みません。           

    ２ 職員数については、令和5年3月31日現在の人数です。 

    ３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含みますが、会計年

度任用職員は含みません。   

      

 ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和5年4月1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

埼 玉 県 43.0 歳 372,895 円 571,730 円 

団 体 平 均 43.8 歳 360,719 円 542,953 円 

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

③ 職員の手当の状況 

 ア 期末手当・勤勉手当 

埼玉県 団体平均 

 １人当たり平均支給額（令和４年度） 

 1,696 千円  

 １人当たり平均支給額（令和４年度） 

 1,399千円  

（令和４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

 2.40月分     2.00 月分 

（1.35月分）   （0.95月分） 

 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

・管理職加算 15～25％ 

 

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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 イ 退職手当（令和5年4月1日現在） 

埼玉県 団体平均 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続20年    19.6695月分   24.586875月分 

勤続25年    28.0395月分   33.27075 月分 

勤続35年    39.7575月分   47.709   月分 

最高限度    47.709 月分   47.709   月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

                  （2 ％～45 ％加算） 

１人当たりの平均支給額 （自己都合）（勧奨・定年） 

 （令和４年度決算）   0千円     0千円 

 1人当たり平均支給額 9,884 千円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

 

 ウ 地域手当（令和5年4月1日現在） 

支 給 実 績（令和４年度決算） 44,537 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）  356,294 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

埼玉県内 8.3 ％ 125 人 8.3 ％ 

 

 エ 特殊勤務手当（令和5年4月1日現在） 

 

支給総額（令和４年度決算） 10 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 832 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度） 11.2 ％ 

手当の種類（手当数） 5 手当 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和4年度決算） 

左記職員に対する支

給単価 

土木作業手当 下水道事務所に勤務する職員 
交通の頻繁な道路上での 

測量等 

千円 

6 
 日額340円 

下水道施設検査 

手当 
下水道事務所に勤務する職員 

下水道の管渠及びマン 

ホール内で行う調査等 

千円 

3 
 日額320円 

用地交渉等手当 下水道事務所に勤務する職員 用地取得等の交渉業務 
千円 

1 
 日額650円 

特殊現場作業 

手当 
下水道事務所に勤務する職員 

高所等特殊な場所での 

工事作業等 

千円 

0 
 日額370円 

災害応急作業等 

手当 
下水道事務所に勤務する職員 

重大な災害が発生した下

水道施設での応急作業等 

千円 

0 
 日額 610 円～730 円 
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 オ 時間外勤務手当   

 支給実績（令和４年度決算） 44,341 千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 477 千円 

 支給実績（令和３年度決算） 42,166 千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 458 千円 

（注）１ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、それぞれ、4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員

等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。 

２ 休日勤務手当を含んでいます。 

 

 カ その他の手当（令和5年4月1日現在）                                               

手 当 名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一般行政職の

制度と 

異なる内容 

支給実績 

(令和4年度決算) 

支給職員1人当たり

平均支給年額 

(令和4年度決算) 

扶養手当 
扶養親族のある職員に支給 

 →配偶者6,500円,子10,000円等 
同 

 千円 

14,784  

円 

268,794  

住居手当 
①借家等居住者  

 →家賃に応じ月額最高28,000円 
同 

 千円 

9,142 

円 

397,474  

初任給調整 

手当 

大学卒業後一定期間内に採用された 

医師又は歯科医師の職員に支給 

 →308,600円(又は50,800円)以内 

同 

 
千円 

0  

円 

0  

通勤手当 

①交通機関（電車等）利用者 

 →運賃等相当額 

（原則として６か月定期券価額） 

同 

 

千円 

15,455 

円 

147,187  
②交通用具（自動車等）利用者 

 →距離に応じた額 
同 

 

単身赴任手当 
単身赴任の職員に支給 

 →30,000円＋加算額 
同 

 千円 

0  

円 

0  

休日勤務手当 

祝日等において勤務を命ぜられた職員に

支給 

 →勤務１時間当たりの給与額×135/100 

同 

 
千円 

54 

円 

13,441 

管理職員 

特別勤務手当 

管理職が祝日等に勤務した場合に支給 

 →勤務１回につき、2,000～18,000円 
同 

 千円 

63  

円 

4,500  

夜間勤務手当 

午後10時から翌日の午前5時までの間（深夜）

に勤務した職員に支給 

→勤務１時間当たりの給与額×25/100 

同 

 
      千円 

     １ 

       円 

     357 

管理職手当 
管理、監督の地位にある職員に支給 

 →57,800円～136,000円 
同 

 千円 

14,479  

円 

 1,034,229  

 

 

 


